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別紙 

提案公募型事業の業務委託に係る仕様書 

 

昭和 9年に「炭都祭」として始まった「宇部まつり」は、現在、市民総参加のまつり

として、また、宇部市の最大のまつりとして中心市街地の活性化や本市の元気や魅力を

市内外へ発信する一大イベントとなっています。 

本年は、第 73 回宇部まつりとして、まつりの魅力を広く情報発信し、さらなる交流

人口の増加を図るため、業務の目的及び内容に照らし過去の実績等を勘案し、まつりの

企画運営業務にあたる事業者を選定するため必要な事項を定めるものです。 

 

１ 企画案提案条件 

下記必須条件を踏まえたうえで企画提案すること 

 

（１）開催概要 

① 令和 6年 11月 3日（日・祝）に開催すること 

② 開催場所は、常盤通り（国道 190 号）、平和通り（市道）、旧もみじ銀行前周辺

（国道 190 号）、新天町アーケード西入口付近等を全て使用すること（※集客に

繋がる企画提案をすること）。また、既存の行事等の継続や連携が出来る内容を

取り入れること 

③ イベント開催時間については、概ね午前 10 時 30 分から午後 4 時までとするこ

と。（ただし、今後の協議で変更の可能性あり） 

④ 交通規制時間は常盤通りと平和通りの一部は午前 8時 30分から午後 6時、平和

通りのステージ設置エリアは前日の正午から当日午後 8 時までとする。当日の現

場での準備及び撤収は交通規制の時間内で行うこと 

 

（２）ステージの実施 

① 令和 6年 11月 3日（日・祝）午前 10時 30分から午後 4時に開催すること 

② ステージの設置場所については、第 72回と同様（旧西京銀行宇部支店前、平和

通り）とすること。 

③ 宇部まつりにふさわしい多彩なプログラムを提案すること。また、集客効果が

あるお笑い芸人やアーティスト等を招致しパフォーマンスステージを展開する

こと 

（＊招致可能なパフォーマー候補者名等を具体的に列記すること） 

④ ステージと関連のテント等の設備、リハーサル等の音出しは前日正午から午後

8時までに完了し、当日の運営はリハーサル等の音出し、設営撤去の作業等を含め

午前 8時から午後 8時までとすること 

⑤ ステージ運営・出演者に関わる企画・提案・交渉・関係機関・団体等の事前調

整・当日の段取りまでの全てを行うこと 

 

（３）パレードの実施 

① 多くの市民等が参加できる常盤通りでのパレードを実施すること 

② スタートはボスティビルド前付近、ゴールは市役所交差点付近とすること 

③ 宇部の伝統である正調南蛮音頭パレードを組み入れること（公募予定） 

④ 市民を中心とした各種団体・企業等のパレードを組み入れること（公募予定） 

⑤ 自治会やコミュニティ参加の他団体が運営する曳山パレードを組み入れること 

⑥ 商工会議所主催の華創パレードを組み入れること 

⑦ パレード参加者総数が 4,000人程度になるよう実施すること 

＊③については約 500 人程度④については約 500 人程度⑤については宇部市曳

山事業実行委員会が主催し約 200 人程度⑥については約 2,000 人程度の参加

が予定である。参加者との調整は担当者と協議し調整すること 

⑧ コンテストなど参加を動機づける企画を行うこと。なお、その経費等も計上す
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ること 

⑨ パレード当日の全体の統括・運営管理を行うこと 

 

（４）設備関係（設営・撤去含む） 

・ステージ 

① ステージは 9m×5.4m以上とすること。 

② ステージバックパネルと袖（片側幅 3600mm×高さ 5900mm）等には協賛企業看板

が設置できるスペースを確保すること 

③ ステージイベント用の音響装置や照明装置及びジェネレーターを設置すること 

④ 協賛企業看板、表示看板や誘導看板を作製設置すること（電子データ作成含む） 

  協賛企業看板 1500mm×2700mm３枚、750mm×2700mm６枚 

         750mm×3000mm６枚、450mm×3000mm２枚 

         450mm×1500mm４枚 

  誘導看板   850mm×1800mm１０枚、600mm×1500mm３０枚 

         450mm×450mm２０枚、1800mm×1800mm１枚 

⑤ ステージ前に、観覧用のパイプ椅子 400 脚程度用意すること。また、必要に応

じ、音響装置や照明装置を維持管理するための、器具、スタッフ等の常備場所と

してテント等を設置すること 

 

ステージ袖用テント （２間×４間） 2 張 

   〃  側幕 22 間 

   〃  長机 （1800×600×700）   4 台 

   〃  長机 （1800×450×700）   8 台 

   〃  パイプイス 28 脚 

   〃  電工ドラム 2 台 

   〃  白布 1 枚 

   〃   姿見 2 面 

控室用テント （２間×４間） 4 張 

   〃  側幕 56 間 

   〃  長机 （1800×450×700）   16 台 

   〃  パイプイス 72 脚 

   〃   姿見 8 面 

     〃   ハンガーラック（ハンガー付） 8 台 

控室用テント （２間×３間） 3 張 

   〃  側幕 30 間 

   〃  長机 （1800×450×700）   12 台 

   〃  パイプイス 36 脚 

   〃   姿見 3 面 

     〃   ハンガーラック（ハンガー付） 3 台 

スタッフ用テント （２間×１.５間） 1 張 

   〃  長机 （1800×450×700）   2 台 

   〃  パイプイス 10 脚 

オペレーション用テント （２間×１.５間） 1 張 

   〃  側幕 4 間 

   〃   長机 （1800×450×700）   4 台 

   〃   パイプイス 8 脚 

ステージ客席用パイプイス 390 脚 

規制区画用 コーン 120 本 

   〃    ウエイト 120 個 
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   〃    バー 120 本 

ステージ袖目隠し用側幕 (１間) 2 枚 

 

・パレード 

① スタート地点に目印として装飾したトラス等を設置すること 

② 開始時に合図の煙火を上げること（場所：宇部港 新町埠頭緑地） 

③ 沿道に１箇所間口 10.8mの来賓・審査席用の平台とテント等を設置すること 

④ パレードの音楽や祭り会場全体に放送が出来る音響装置を設置すること 

⑤ 商工会議所主催の華創パレードが可能な音響設備を設置すること 

⑥ パレード沿道に、観覧用のベンチやコーン・バー等を用意すること 

⑦ 受付場所とスタート地点に音響装置を設置すること 

 

受付用テント （２間×３間） 1 張 

   〃 長机 （1800×450×700） 4 台 

   〃 パイプイス 6 脚 

   〃 トラメガ 4 台 

   〃 ジェネレーター（3kw防音） 1 台 

スタート音響用テント （１.５間×２間） 1 張 

   〃 長机 （1800×450×700） 2 台 

   〃 パイプイス 3 脚 

   〃  ジェネレーター（3kw防音） 1 台 

   〃  電工ドラム 2 個 

スタンバイエリア着ぐるみテント （２間×３間） 1 張 

   〃 横幕（四方幕＋中区角） 12 K 

   〃 長机 （1800×450×700） 2 台 

   〃 ブルーシート（２間×３間分） 1 式 

煙火 3 発 

来賓・審査用平台  1.5間×6間×180mm グレーパンチ敷 1 式 

来賓・審査員用テント （1.5間×２間） 3 張 

   〃 テント用ウエイト  8 個 

   〃 長机 （1800×450×700クロス付き） 12 台 

   〃 テーブルクロス ※カラー黄緑/4台分 8 枚 

   〃 テーブルクロス ※カラー緑/2台分 4 枚 

   〃 パイプイス 24 脚 

曳山口上仮設ステージ(1,800×900×530) 6 台 

   〃 コーン 8 本 

   〃 ウエイト 8 個 

   〃 バー 6 本 

沿道用ベンチ 34 台 

   〃 コーン 330 本 

   〃 ウエイト 330 個 

   〃 バー（２ｍ） 285 本 

 

※設営・撤去・運営全てにおいて、最善の安全策を講じること 

 

（５）広告宣伝 

  ① ポスター700枚、告知用チラシ 18,000枚、当日チラシ 5,000枚、参加者募集チ

ラシ 2,000枚（いずれもデザイン・印刷含む）を作製すること 

  ② まつり開催日が毎年変わることを踏まえ、事前告知、事前ＰＲや終了後の来年
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に向けた告知に繋がるＰＲを十分行なうこと 

  ③ 当日のステージやパレード、各種広場等の詳細やチラシ等のダウンロード、お

知らせ・募集に関する情報を写真・イラスト等を使用したレスポンシブデザイン

の公式 webサイトを制作すること。なお、参加・出店募集については、サイトか

ら申し込みを可能とし、行事ごとに申し込みのデータが一覧で集計できるように

すること。また、「宇部まつり」用のドメインとサーバーの契約及び管理を含め

ること 

 

（６）その他 

①「実行委員会」を年３回程度、また実行委員会の下部組織である「宇部まつり推

進会議」を４月以降月１回程度（午後 7 時以降）開催し、具体的なイベント内

容〔上の（１）～（５）の内容を含む〕の協議や決定を行う予定であり、同会

議に必ず出席すること。また、必要に応じて、事務局会議への出席とまつりの

イベントごとの内容検討会議を関係者と調整の上行うこと 

② 宇部まつり実行委員会、まつり推進会議等の会議資料のうち、事業計画に関す

る資料は、受託者がその都度必要部数用意すること 

③ まつり全体の運営マニュアル、パレード・ステージ進行台本等を各 20部作製す

ること 

④ 事故等の発生に備え、賠償責任保険等に加入すること 

 

（７）実行委員会のサポート 

   ① 交通規制や飲食関連等の行政庁等との連絡調整や許可申請等については、実行

委員会で行う。 

   ② まつり当日の人的サポートについては安全確保や事故防止、円滑な進行の観点

から必要に応じて実行委員会構成団体でサポートする。 

 

＊ 設備レンタルや音響照明、印刷物等については、宇部市内業者を優先的・積極的 

に活用すること 

 

第 72 回宇部まつりや近年の各コーナーの写真やポスター、募集チラシ、催事等につ

きましては、一般社団法人宇部観光コンベンション協会公式サイトのお知らせから見る

ことができますので、ご参照ください。URL：https:// ube-kankou.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


